
いじめ防止啓発リーフレットについて 
 

心の支援課 
 

１ 目 的 

「長野県いじめ防止対策推進条例」（平成 27 年長野県条例第 24 号）が制定されたことを児童

生徒に周知するとともに、いじめ防止等の学習のためにリーフレットを作成しました。 

 

 

 

 

 

 
  

 

２ リーフレットの構成 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活用方法 

○学校や児童生徒の状況に応じて、人権教育や道徳教育、学級活動等を利用して活用いただく。 

○学習後は、家庭へ持ち帰り、保護者にも理解していただけるように配慮する。 
    

４ 配布範囲及び部数等 

○県内の国公私立すべての小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に配布 

○各学校児童生徒数+学級数（教師用）+１０部（予備） 

 

 

 

 
   

５ その他 

 ・６月初旬発送し、前期人権教育月間等に活用するなど、学校や児童生徒の状況に応じた 

  利用を想定している。 

①条例の紹介 
 

・｢長野県いじめ防止対策推進条例｣の概要を掲載（一部抜粋）しました。 
 

・発達段階に合わせて文章表現を工夫しました。 
 

②考えたり確かめたりする資料 
 

・改めて、いじめについて考える資料を差し込みました。 
 

・困ったときに一人で悩まず誰かに相談できるように、記入して確認する欄を設けました。（小学校用） 
 

・ネットいじめを例にした資料を差し込みました。（中高用）  
③相談窓口の紹介 

 

・本年度、心の支援課に新規設置した「学校生活相談センター」を紹介しています。 
 

○小学校低学年用    65,000部   

○小学校高学年用    66,000部 

○中学校・高等学校用  136,000部 

「長野県いじめ防止対策推進条例」 

（第１４条 第２項） 

県は、いじめの防止等に関する児童生徒の理解を深めるため、児童生徒向けの資料の作成その他の

必要な措置を講ずるものとする。 
 

（第１２条） 

県は、児童生徒、保護者がいじめについて安心して相談をすることができるよう相談体制の充実を

図るものとする。 
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